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＜料金表＞ 

  〇短期入所サービス費（ユニット型個室） 

   ※事業所のある小田原市は５級地であるため、１単位１０．５５円で計算しま

す。 

要介護度 単位 利用料 本人負担 

□ 要介護１ ７０４単位 ７，４２７円 

７４３円 

１，４８６円 

２，２２９円 

□ 要介護２ ７７２単位 ８，１４４円 

８１５円 

１，６２９円 

２，４４４円 

□ 要介護３ ８４７単位 ８，９３５円 

８９４円 

１，７８７円 

２，６８１円 

□ 要介護４ ９１８単位 ９，６８４円 

９６９円 

１，９３７円 

２，９０６円 

□ 要介護５ ９８７単位 １０，４１２円 

１，０４２円 

２，０８２円 

３，１２４円 

   

〇加算（共通）（１日につき）※運営実績に基づき算定させていただきます 

〇加算（短期入所生活介護のみ）（１日または 1 月につき） 

※運営実績に基づき算定させていただきます 

種  類 単位 利用料 本人負担 

□ 機能訓練体制加算 
常勤の理学療法士など専従の機能訓練指導

員を１名以上配置している場合 

１２単位 １２６円 

１３円 

２６円 

３８円 

□ 個別機能訓練加算 

常勤の理学療法士など専従の機能訓練指導

員を１名以上配置し、個別機能訓練計画に

基づき、機能訓練を行っている場合 

５６単位 ５９０円 

５９円 

１１８円 

１７７円 

□ 若年性認知症入所者 

受入加算 
４０歳以上６５歳未満の方で認知症によっ

て要介護者となった利用者に対して、個別

に担当者を定めてサービス提供を行った場

合 

１２０単位 １，２６６円 

１２７円 

２５４円 

３８０円 

上段：１割 

中段：２割 

下段：３割 

上段：１割 

中段：２割 

下段：３割 

上段：１割 

中段：２割 

下段：３割 



□ 送迎加算（片道につき） 

利用者の心身の状態、家族などの事情など

からみて送迎を行うことが必要と認められ

る利用者に対して、居宅と事業所との間の

送迎を行った場合 

１８４単位 １，９４１円 

１９５円 

３８９円 

５８３円 

□ 療養食加算 
医師より利用者に対し疾患治療の直接手段

として発行された食事せんに基づき、療養

食が提供された場合 

８単位 

（１食につき） 

（１日３回を限度） 

８４円 

９円 

１７円 

２６円 

□ 認知症専門ケア加算 
認知症介護について一定の経験を有し、国

や自治体が実施または指定する認知症ケア

に関する専門研修を修了した者を配置して

いる場合 

（Ⅰ） 

３単位 
３１円 

４円 

７円 

１０円 
認知症症状の占める割合が 

５０％以上であり、かつ、専門

的研修修了者を必要数配置して

いる場合 

（Ⅱ） 

４単位 
４２円 

５円 

９円 

１３円 
（Ⅰ）の条件を満たし、加えて 

認知症介護の指導に係る研修を

終了しているものを１名以上配

置している場合 

□ 口腔連携強化加算 
従業者が、口腔の健康状態の評価を実施し

た場合、利用者の同意を得て歯科医療機関

及び介護支援専門員に対し、評価の情報提

供した場合 

５０単位 

１月に１回に限り 
５２７円 

５３円 

１０６円 

１５９円 

□ 生産性向上推進体制 

加算（Ⅰ） 
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保お

よび職員の負担軽減に資する方策を検討するた

めの委員会の開催 

見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入し

ている場合 
かつデータにより業務改善の取組による成果が 

確認されている場合 

１００単位 

（１月につき） 
１，０５５円 

１０６円 

２１１円 

３１７円 

□ 生産性向上推進体制 

加算（Ⅱ） 
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保お

よび職員の負担軽減に資する方策を検討するた

めの委員会の開催 

見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入し

ている場合 

１０単位 

（１月につき） 
１０５円 

１１円 

２１円 

３２円 

□ サービス提供体制 

強化加算 
職員の配置状況により算定する 

（Ⅰ） 

２２単位 
２３２円 

２４円 

４７円 

７０円 
介護職員の総数のうち、以下の

いずれかに該当すること。 

⓵介護福祉士が 8０％以上 



②勤続 10 年以上の介護福祉士

が 35％以上 

（Ⅱ） 

１８単位 
１８９円 

２０円 

３８円 

５７円 
介護職員の総数のうち介護福祉

士の占める割合が 60％以上 

（Ⅲ） 

６単位 
６３円 

７円 

１３円 

１９円 
以下のいずれかに該当すること 

⓵介護職員の総数のうち介護福

祉士が 50％以上 

②看護・介護職員の総数のうち

常勤職員が 75％以上 

③利用者に直接サービスを提供

する職員の総数のうち勤続年数

7 年以上が 30％以上 

□ 介護職員等処遇改善加算 
①職場環境の改善、賃金体系等の整備及び研修の

実施 

②資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整

備 

③賃金の改善、職場環境の更なる改善 

④経験技能のある介護職員を一定割合以上配置 

※R6.6.1 から 

（Ⅰ） 
算定した単位数の 

         １４．０％ ①②③④に該当 

（Ⅱ） 
算定した単位数の 

         １３．６％ ①②③に該当 

（Ⅲ） 
算定した単位数の 

         １１．３％   ①②に該当 

（Ⅳ） 
算定した単位数の 

           ９．０％    ①に該当 

 

〇加算（短期入所生活介護のみ）（１日または 1 月につき） 

※運営実績に基づき算定させていただきます 

種  類 単位 利用料 本人負担 

□ 看護体制加算 
定員超過・人員欠如に該当せず、必要数

看護職員を配置している場合 

（Ⅰ） 

４単位 
４２円 

５円 

９円 

１３円 
常勤の看護師を１名以上配置 

（Ⅱ） 

８単位 
８４円 

９円 

１７円 

２６円 
看護職員の数が、常勤換算方法

で、入所者の数が２５またはそ

の端数を増すごとに１以上配置 

上段：１割 

中段：２割 

下段：３割 



□ 医療連携強化加算 
看護体制加算（Ⅱ）を算定し、急変の予

想や早期発見などのため看護職員による

定期的な巡視や主治医との取り決めを行

っている場合 

５８単位 ６１１円 

６２円 

１２３円 

１８４円 

□ 看取り連携体制加算 
看護体制加算（Ⅱ）または（Ⅳ）イ若しく

はロを算定している場合 

または、看護体制加算（Ⅰ）または（Ⅲ）

イ若しくはロを算定しており、かつ看護

師により、又は医療関係機関等の連携に

より 24 時間連絡体制が確保できている

場合 

対応方針を定め、利用開始の際に利用者

又はその家族に対応方針の説明、同意を

得ていること 

６４単位 

死亡日及び死亡日以

前 30 日以下につい

て、7 日を限度 

６７５円 

６８円 

１３５円 

２０３円 

□ 夜勤職員配置加算 
夜勤を行う介護職員または看護職員の数

が、最低基準を１以上上回っている場合 

（Ⅱ） 

１８単位 
１８９円 

１９円 

３８円 

５７円 

□ 緊急短期入所受入加算 
利用者の状態や家族などの事情により、

緊急にサービスを利用した場合 

（原則 14 日が限度） 

９０単位 ９４９円 

９５円 

１９０円 

２８５円 

□ 在宅中重度受入加算 
当該サービスを利用中に、日頃利用する

訪問看護事業所から派遣された看護職員

に健康上の管理などを行わせた場合 

４２１単位 ４，４４１円 

４４５円 

８８９円 

１，３３３円 
看護体制加算(Ⅰ)を算定してい

る場合 

４１７単位 ４，３９９円 

 

４４０円 

８８０円 

１，３２０円 
看護体制加算(Ⅱ)を算定してい

る場合 

４１３単位 ４，３５７円 

 

４３６円 

８７２円 

１，３０８円 
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)をいずれ

も算定している場合 

４２５単位 ４，４８３円 

４４９円 

８９７円 

１，３４５円 
看護体制加算を算定していない

場合 



□ 長期利用者に対する 

減額（31 日～60 日） 
自費利用を挟み同一事業所を連続３０日

を超えて利用した場合、３０日を超えた

日から減算を行う 

－３０単位 －３１６円 

－３２円 

－６４円 

－９５円 

□長期利用の適正化 

（61 日以降） 

要介護１ 
介護福祉施設サービス費の単位数と 

同じ単位数 

６７０単位 ７，０６８円 

７０７円 

１，４１４円 

２，１２１円 

要介護２ 
介護福祉施設サービス費の単位数と 

同じ単位数 
７４０単位 ７，８０７円 

７８１円 

１，５６２円 

２，３４３円 

要介護３ 
介護福祉施設サービス費の単位数と 

同じ単位数 

８１５単位 ８，５９８円 

８６０円 

１，７２０円 

２，５８０円 

要介護４ 
介護福祉施設サービス費の単位数と 

同じ単位数 
８８６単位 ９，３４７円 

９３５円 

１，８７０円 

２，８０５円 

要介護５ 
介護福祉施設サービス費の単位数と 

同じ単位数 
９５５単位 １０，０７５円 

１，００８円 

２，０１５円 

３，０２３円 

 

 

 

 

 

（２）介護保険給付対象外サービス 

  ウ サービスの内容と費用 

利用料の全額を負担していただきます 

種類 内容 利用料 

食費 

（１日あたり） 

負
担
段
階 

第１段階 

世帯全員が市町村民税世帯非課税で老人福祉 

年金受給者または生活保護受給者 

※預貯金などが 1,000 万円以下の方 

（夫婦で 2,000 万円以下の方） 

３００円 

第２段階 

世帯全員が市町村民税世帯非課税であって、 

その他の合計所得金額と年金収入額の合計が 

80 万円以下の方 

※預貯金などが 650 万円以下の方 

６００円 



（夫婦で 1,650 万円以下の方） 

第３段階（１） 

世帯全員が市町村民税世帯非課税であって、 

その他の合計所得金額と年金収入額の合計が 

80 万円超 120 万円以下の方 

※預貯金などが 550 万円以下の方 

（夫婦で 1,550 万円以下の方） 

１，０００円 

第３段階（２） 

世帯全員が市町村民税世帯非課税であって、 

その他の合計所得金額と年金収入額の合計が 

120 万円超の方 

※預貯金などが 500 万円以下の方 

（夫婦で 1,500 万円以下の方） 

１，３００円 

第４段階 

上記以外の方 
１，８００円 

朝食：４３０円 

昼食：７４０円 

夕食：６３０円 

居住費 

（１日あたり） 

負
担
段
階 

第１段階    居住費と同様 ８８０円 

第２段階    居住費と同様 ８８０円 

第３段階（１） 居住費と同様 １，３７０円 

第３段階（２） 居住費と同様 １，３７０円 

第４段階    居住費と同様 ２，４００円 

おやつ代 

（１日あたり） 
 １００円 

理髪・美容 
出張理美容サービスをご利用いただけま

す 
実費 

レクリエーション 

クラブ活動 

趣味活動に参加される場合、材料代などを

ご負担いただきます 
実費 

特別な食事提供 
希望により特別に用意する食事の場合、材

料費などをご負担いただきます 
実費 

個別外出 

希望により個別に施設の車両を使用し、職

員が同行した場合、交通費相当分をご負担

いただきます 

実費 

クリーニング 

施設にて洗濯のできない衣類、あるいは希

望によるクリーニングの場合、クリーニン

グ代をご負担いただきます 

実費 

   その他施設サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要

となるものに係わる費用であって、利用者にご負担いただくことが適当と認められ

る費用は、利用者の負担となります。 


